
【資料４】 

 

 

 

 

 

 

社会福祉施設に関わる消防法令改正等について 
 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山市消防局予防課 



社会福祉施設に関わる 
      消防法令改正の概要       
                                        H29.3.28 

〇社会的影響のある火災事案の発生 

 これらの火災を踏まえて 

    法令の改正が検討されました。                 

 

現状の社会福祉施設等の実態と整合していないことから、消防法施行令（別表

第１）における防火対象物の用途区分及び消防用設備の設置基準について見直し

が行われました。 

 
【 防火対象物の用途区分 】 

 
消防法施行令 別表第１から一部抜粋 

項別 防 火 対 象 物 の 用 途 等 

６項ロ 

(5) 障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律に規定する障害者又は障害児であって、障害支援区分が 

避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する

者（以下「避難が困難な障害者等」という。）を主として入所させるも

のに限る。）又は短期入所若しくは共同生活援助を行う施設（避難が困

難な障害者等を主として入所させるものに限る。６項ハ(5)において「短

期入所等施設」という。） 

６項ハ 

(5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設（ロ(5)に掲げるものを除

く。）、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に規定する生活介護、短期入所、

自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施

設（短期入所等施設を除く。） 

 
 

平成２４年５月１３日 広島県福山市のホテル火災

•（死者７名、負傷者３名）

平成２５年２月 ８日 長崎県長崎市の認知症高齢者グループホーム火災

•（死者５名、負傷者７名）



 
 

【 消防用設備の設置基準 】 

 
（改正前） 

 
            
（改正後） 

 
※改正内容の一部を抜粋。 

                     改正された部分 

  なお、一部設置が免除される条件があります。 

 
これらの改正内容が平成２７年４月１日に施行されました。 

 
これ以降の新築については、上記の内容に従って設備の設置義務が生じ、既存

の建物については平成３０年３月３１日までの猶予期限が設けられています。 

 
消防用設備について、ご不明な点がございましたら、最寄りの消防署にお問い

合わせください。 

 

スプリンクラー設備

•６項ロ ２７５㎡以上

•６項ハ ６０００㎡以
上（平屋建以外）

自動火災報知設備

•６項ロ 全部

•６項ハ ３００㎡以上

火災通報装置

•自動火災報知設備との
連動義務なし

スプリンクラー設備

•６項ロ（５）で「介助
がなければ避難できな
い者」を概ね８割以上
入所させるもの全て

•６項ハ ６０００㎡以
上（平屋建以外）

自動火災報知設備

•６項ロ 全部

•６項ハで利用者を入居
又は宿泊させるもの全
て

火災通報装置

•自動火災報知設備との
連動義務あり（６項ロ
に限る）



和歌山市消防局 

マスコットキャラクター 

 

 

 

 

 

違反対象物の公表制度とは 

 建物の利用者自らが、その建物についての防火安全性を判断できるよう、建物に重大な消

防法令違反が認められる場合に、その名称、所在地、違反内容を公表するものです。 

公表の対象となる建物 

 飲食店・百貨店等の不特定多数の方が利用する建物や、病院・福祉施設等の自力で避難をする

ことが難しい方が利用する建物です。（特定防火対象物） 

公表の対象となる違反 

 対象となる建物のうち、義務付けられた消防用設備等（屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又

は自動火災報知設備）が設置されていない建物が公表の対象となります。 

開始時期 

 平成２９年４月１日から和歌山市消防局ホームページに“違反対象物”として掲載します。 

【建物関係者のみなさまへ】 

重大な消防法令違反はもとより、火災予防上の不備がないように、

消防用設備等を設置・維持管理するとともに、防火管理を適切に行っ

てください。 

 建物を利用する方の安全のため、法令遵守をお願いします。 

 所有・管理する建物で、用途変更（部分的な用途変更も含む）、増改

築、建物同士の接続などの工事を行う場合には、最寄りの消防署へ必

ずご相談ください。 

 これらの変更や工事を行ったことにより、公表の対象となる設備が必

要となる場合があり、設置されていないときは公表の対象となります。 

【問い合わせ先】  

 和歌山市消防局 予防課  査察班 ０７３－４２７－０１１９ 

和歌山市消防局 中消防署 予防班 ０７３－４３２－０１１９ 

 和歌山市消防局 北消防署 予防班 ０７３－４５２－０１１９ 

和歌山市消防局 東消防署 予防班 ０７３－４７３－０１１９ 

違反対象物の公表制度 
 

が始まります。

和歌山市消防局からのお知らせ 

平成 29 年4 月1 日から 

 
今後も、消防法令違反

のある建物の関係者に

対して、継続して改善

指導を行っていきま

す。 

●●病院 
■
■
ビ
ル 



 

避難訓練及び防火対策について 

                                        H29.3.28 

〇避難訓練について 

 実際の火災時に大勢の人を速やかに安全な場所に誘導するには、建物

内に精通している避難誘導員の的確な指示と落ち着きのある態度・行動

力が最も重要になってきます。 

これらは訓練を通じて得られるものです。 

訓練を繰り返し行うことにより体で覚え、いざという時の条件反射的な

行動に結びつきます。 

また、訓練した後、検討会等を行うことで、より効果的な避難誘導につ

なげることができます。 

  

避難誘導訓練の目的 

・施設に設置している避難施設・設備等の位置確認、操作方法の習得 

・災害想定に基づいた的確な避難指示・命令内容の確認 

・避難経路に沿った迅速な避難者の誘導要領の習得 

 

「どのような訓練をすればいいのか？」といったような疑問や指導相談に

ついては最寄りの消防署にお問い合わせください。 

 

 



 
 

〇防火対策について 

 

住宅防火 いのちを守る７つのポイント 

～３つの習慣・４つの対策～ 

３つの習慣 

・寝たばこは、絶対やめる。 

・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 

・ガスコンロなどのそばから離れるときは必ず火を消す。 

 

４つの対策  

・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。 

・寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。 

・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。 

・お年寄りや身体の不自由な人を守るために。隣近所の協力体制を作る。 


